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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】多数枚のカードを収納保持することができると
共に、カードの出し入れを簡単且つ容易に行えるカード
ホルダーを提供する。
【解決手段】両面にカードＣを保持できる矩形状のカー
ド保持板１と、カード保持板１の一辺両面に設けられ、
カード保持板１の両面に保持されたカードＣを位置決め
するストッパー２と、カード保持板１のストッパー２を
設けた一辺に設けられ、カード保持板１の両面に一枚の
カードＣ又は重ねた複数枚のカードＣを弾性的に押圧し
て保持する弾性材より成るクリップ３とから構成する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　両面にカード（Ｃ）を保持できる矩形状のカード保持板（１）と、カード保持板（１）
の一辺両面に設けられ、カード保持板（１）の両面に保持されたカード（Ｃ）を位置決め
するストッパー（２）と、カード保持板（１）のストッパー（２）を設けた一辺に取り付
けられ、カード保持板（１）の両面に一枚のカード（Ｃ）又は重ねた状態の複数枚のカー
ド（Ｃ）を弾性的に押圧して保持する弾性材より成るクリップ（３）とから構成したこと
を特徴とするカードホルダー。
【請求項２】
　両面にカード（Ｃ）を保持できる矩形状のカード保持板（１）と、カード保持板（１）
の一辺両面に設けられ、カード保持板（１）の両面に保持されたカード（Ｃ）を位置決め
するストッパー（２）と、カード保持板（１）のストッパー（２）を設けた一辺に取り付
けられ、カード保持板（１）の両面に一枚のカード（Ｃ）又は重ねた状態の複数枚のカー
ド（Ｃ）を弾性的に押圧して保持する弾性材より成るクリップ（３）と、カード保持板（
１）のストッパー（２）を設けた一辺に取り付けられ、カード保持板（１）全体を覆う開
閉可能なカバー体（６）とから構成したことを特徴とするカードホルダー。
【請求項３】
　カード保持板（１）は、両面にカード（Ｃ）を並列状に並べられる大きさに形成され、
又、カード保持板（１）のストッパー（２）を設けた一辺に、カード保持板（１）の両面
に並列状に並べられたカード（Ｃ）を夫々保持する複数のクリップ（３）を取り付けたこ
とを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のカードホルダー。
【請求項４】
　クリップ（３）は、カード保持板（１）の一端に対向する金属製の背板部（３ａ）と、
背板部（３ａ）の上下両端に連設され、先端部に外方へ曲げられた湾曲部を有すると共に
、当該彎曲部がカード保持板（１）の表面に弾性的に当接する上下一対の金属製の板バネ
部（３ｂ）とから成り、カード保持板（１）のストッパー（２）を設けた一辺に、上下一
対の板バネ部（３ｂ）がカード保持板（１）を挾む状態で且つカード保持板（１）に対し
て上下動できるように取り付けられていることを特徴とする請求項１、請求項２又は請求
項３に記載のカードホルダー。
【請求項５】
　クリップ（３）の上下一対の板バネ部（３ｂ）間にカード保持板（１）のストッパー（
２）を設けた一辺を挿入すると共に、クリップ（３）の上下一対の板バネ部（３ｂ）、両
ストッパー（２）及びカード保持板（１）の一辺に支持軸（４）を挿通し、前記クリップ
（３）の上下一対の板バネ部（３ｂ）を支持軸（４）に沿って摺動自在にして上下一対の
板バネ部（３ｂ）全体がカード保持板（１）に対して上下動できる構成としたことを特徴
とする請求項４に記載のカードホルダー。
【請求項６】
　カード保持板（１）のストッパー（２）を設ける一辺にクリップ（３）の背板部（３ａ
）が嵌め込まれる切欠部（１ａ）を形成し、当該切欠部（１ａ）内にクリップ（３）の背
板部（３ａ）をクリップ（３）全体がカード保持板（１）に対して上下動できるように嵌
め込んでクリップ（３）の上下一対の板バネ部（３ｂ）でカード保持板（１）を挾むと共
に、カード保持板（１）の一辺両面にストッパー（２）を取り付けて切欠部（１ａ）の開
口部分を塞ぐようにしたことを特徴とする請求項４に記載のカードホルダー。
【請求項７】
　クリップ（３）の内面側に、カード（Ｃ）挿入時にガイドの役目をすると共に、カード
（Ｃ）が傷付くのを防止する可撓性を有するプラスチック製の保護シート（５）を配設し
たことを特徴とする請求項４、請求項５又は請求項６に記載のカードホルダー。
【請求項８】
　カバー体（６）を皮革又はそれに相当する材料で作ると共に、カバー体（６）の内面に
紙幣や名刺等を収納できるポケット状の収納部（６ａ）を形成したことを特徴とする請求
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項２に記載のカードホルダー。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、ＩＣカードやポイントカード等の多種多様のカードを収納保持するカードホ
ルダーの改良に係り、特に、多数枚のカードを収納保持することができると共に、カード
の出し入れや保管を簡単且つ容易に行えるようにし、然も、表面側及び裏面側の両面に保
持固定された表面のカードの略全面を見えるようにしたカードホルダーに関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、クレジットカードやキャッシュカード、定期券等の各種カードは、財布のポケッ
トや複数のポケットを形成したカード入れ、或いは専用の定期券入れ等に収納しているの
が一般的である。
【０００３】
　しかし、カードを財布やカード入れに収納した場合、カードが財布やカード入れのポケ
ットに収納されているため、カードの出し入れに手数がかかると云う問題があった。又、
財布やカード入れのポケットに複数枚のカードを収納した場合には、財布やカード入れが
大きく膨らんで体裁が悪くなると云う問題もあった。
【０００４】
　そこで、これらの問題を解決するカードホルダー等が開発され、特開平８－１６４０１
２号公報（特許文献１）、特開２００２－１４２８４０号公報（特許文献２）及び登録実
用新案第３０３４４６１号公報（特許文献３）として公開されている。
【０００５】
　即ち、特許文献１のカードホルダーは、図示していないが、カードと略同じ大きさの板
状のカード支持板と、カード支持板の一端部上面に形成されて複数枚のカードの先端部を
階段状の位置ずれ状態で支持するカード支持段部と、カード支持段部に支持された複数枚
のカードをカード支持板上へ弾性的に押圧固定する押し圧片とから構成されている。
　このカードホルダーは、複数枚のカードをその後端部が階段状になるように収納保持す
ることができるため、複数枚のカードのうちから使用するカードの選別が容易になり、使
用するカードを楽に取り出すことができる。
【０００６】
　又、特許文献２の定期券入れは、図示していないが、定期券と略同じ大きさの板状の載
置部、載置部の一方の短辺側に垂設したストッパー用壁部及び載置部の両方の長辺側に垂
設したがたつき防止用壁部から成る定期券入れ本体と、定期券入れ本体の一部に設けられ
て定期券を着脱自在に止める保持具とから構成されている。
　この定期券入れは、片手の親指で定期券を前に押すと、定期券が保持具から外れて取り
出され、又、定期券を載置部に載せて手前に引くだけで、定期券がストッパー用壁部及び
がたつき防止用壁部でもってがたつくことなく元の位置に戻って保持具で固定されるよう
になっているため、定期券の取扱性を向上させることができる。
【０００７】
　更に、特許文献３の携帯カードケースは、図示していないが、カードよりいくらか大き
い長方形平板状の本体の左右長辺をカードの厚み以上の隙間を保って内側に短く折り返し
て左右の長辺リップを形成すると共に、一方の短辺を閉塞してストッパーを形成し、ここ
にカードを挾んで保持するクランプを固設したものである。
　この携帯カードケースは、本体の開放面から親指等で定期券の表面をクランプと反対方
向へ押し出すと、定期券がクランプから開放されて取り出され、又、本体の開放面から定
期券を左右の長辺リップ間に差し込み、定期券をクランプの方向へ引き込むと、定期券が
クランプで保持されるようになっているため、定期券の出し入れを容易に行うことができ
る。
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【０００８】
　このように、これらのカードホルダー等は、カードの出し入れを片手で容易に行える等
の優れた利点を有している。
　しかし、これらのカードホルダー等にも、未だ解決すべき問題点が残されている。
【０００９】
　即ち、特許文献１のカードホルダーは、カード支持板の片面に複数枚のカードを重ねた
状態で保持固定することができるが、カード支持板の片面しか使用していないために保持
できるカードの枚数も自ずと限界がある。そのため、カードを多数持っている人は、複数
のカードホルダーを使用しなければならず、この場合には携帯に極めて不便である。特に
、最近は、クレジットカード等のカードを一人で十数枚持っているのが普通であり、前記
問題がより一層顕著に現れることになる。
【００１０】
　又、特許文献２の定期券入れも、本体の載置部の片面にしか定期券を保持することがで
きないため、特許文献１のカードホルダーと同様の問題を生じることになる。然も、特許
文献２の定期券入れは、載置部の一方の短辺及び両長辺にストッパー用壁部及びがたつき
防止用壁部を形成しているため、定期券を出し入れする際に定期券を載置部の一定の方向
からしか出し入れすることができず、取扱性に劣ると云う問題がある。
【００１１】
　更に、特許文献３の携帯カードケースも、本体の片面にしかカードを保持することがで
きないため、特許文献１のカードホルダーと同様の問題を生じることになる。然も、特許
文献３の携帯カードケースは、本体の左右の長辺及び一方の短辺に左右の長辺リップ及び
ストッパーを形成しているため、カードを出し入れする際にカードを本体の一定の方向か
らしか出し入れすることができず、取扱性に劣ると云う問題がある。又、特許文献３の携
帯カードケースは、本体の左右の長辺リップ間の間隔がカードの幅よりも少し狭く形成さ
れているため、カードを収納する際に本体の左右の長辺リップが邪魔になってカードを収
納し難くなっている。
　尚、特許文献３の図５には、本体の両面にカードを収納できるようにした携帯カードケ
ースが記載されているが、この携帯カードケースは本体と左右の長辺リップとの隙間が小
さいため、本体の両面にカードを一枚ずつしか収納することができず、多数枚のカードを
収納保持することは困難である。
【００１２】
【特許文献１】特開平８－１６４０１２号公報
【特許文献２】特開２００２－１４２８４０号公報
【特許文献３】登録実用新案第３０３４４６１号公報
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【００１３】
　本考案は、このような問題点に鑑みて為されたものであり、その目的は、多数枚のカー
ドを収納保持することができると共に、カードの出し入れや保管を簡単且つ容易に行える
ようにし、然も、両面に保持固定された表面のカードの略全面を見えるようにしたカード
ホルダーを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために、本考案の請求項１の考案は、両面にカードを保持できる矩
形状のカード保持板と、カード保持板の一辺両面に設けられ、カード保持板の両面に保持
されたカードを位置決めするストッパーと、カード保持板のストッパーを設けた一辺に取
り付けられ、カード保持板の両面に一枚のカード又は重ねた状態の複数枚のカードを弾性
的に押圧して保持する弾性材より成るクリップとから構成したことに特徴がある。
【００１５】
　本考案の請求項２の考案は、両面にカードを保持できる矩形状のカード保持板と、カー
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ド保持板の一辺両面に設けられ、カード保持板の両面に保持されたカードを位置決めする
ストッパーと、カード保持板のストッパーを設けた一辺に取り付けられ、カード保持板の
両面に一枚のカード又は重ねた状態の複数枚のカードを弾性的に押圧して保持する弾性材
より成るクリップと、カード保持板のストッパーを設けた一辺に取り付けられ、カード保
持板全体を覆う開閉可能なカバー体とから構成したことに特徴がある。
【００１６】
　本考案の請求項３の考案は、カード保持板が、両面にカードを並列状に並べられる大き
さに形成され、又、カード保持板のストッパーを設けた一辺に、カード保持板の両面に並
列状に並べられたカードを夫々保持する複数のクリップを取り付けたことに特徴がある。
【００１７】
　本考案の請求項４の考案は、クリップが、カード保持板の一端に対向する金属製の背板
部と、背板部の上下両端に連設され、先端部に外方へ曲げられた湾曲部を有すると共に、
当該彎曲部がカード保持板の表面に弾性的に当接する上下一対の金属製の板バネ部とから
成り、カード保持板のストッパーを設けた一辺に、上下一対の板バネ部がカード保持板を
挾む状態で且つカード保持板に対して上下動できるように取り付けられていることに特徴
がある。
【００１８】
　本考案の請求項５の考案は、クリップの上下一対の板バネ部間にカード保持板のストッ
パーを設けた一辺を挿入すると共に、クリップの上下一対の板バネ部、両ストッパー及び
カード保持板の一辺に支持軸を挿通し、前記クリップの上下一対の板バネ部を支持軸に沿
って摺動自在にして上下一対の板バネ部全体がカード保持板に対して上下動できる構成と
したことに特徴がある。
【００１９】
　本考案の請求項６の考案は、カード保持板のストッパーを設ける一辺にクリップの背板
部が嵌め込まれる切欠部を形成し、当該切欠部内にクリップの背板部をクリップ全体がカ
ード保持板に対して上下動できるように嵌め込んでクリップの上下一対の板バネ部でカー
ド保持板を挾むと共に、カード保持板の一辺両面にストッパーを取り付けて切欠部の開口
部分を塞ぐようにしたことに特徴がある。
【００２０】
　本考案の請求項７の考案は、クリップの内面側に、カード挿入時にガイドの役目をする
と共に、カードが傷付くのを防止する可撓性を有するプラスチック製の保護シートを配設
したことに特徴がある。
【００２１】
　本考案の請求項８の考案は、カバー体を皮革又はそれに相当する材料で作ると共に、カ
バー体の内面に紙幣や名刺等を収納できるポケット状の収納部を形成したことに特徴があ
る。
【考案の効果】
【００２２】
　本考案の請求項１のカードホルダーは、矩形状のカード保持板の両面に弾性材より成る
クリップにより複数枚のカードを重ねた状態で保持することができるため、一つのカード
ホルダーで多数枚のカードを収納保持することができる。その結果、本考案の請求項１の
カードホルダーを用いれば、使用者が多数枚のカードを保有していても、一つのカードホ
ルダーで多数枚のカードの保管や管理を行えるうえ、携帯にも便利なものとなる。
　又、本考案の請求項１のカードホルダーは、矩形状のカード保持板の一辺にストッパー
及びクリップを設けているため、カード保持板の残りの三辺は何も設けていない状態とな
っている。その結果、本考案の請求項１のカードホルダーは、収納保持されたカードを取
り出す際には、カードをカード保持板の左右方向又は後方へずらして取り出すことができ
、又、カードを収納する際には、カードをカード保持板の三辺の方向から収納することが
でき、カードの出し入れを多方向から行えて取扱性に優れたものとなる。然も、カード保
持板の表面側及び裏面側に保持固定された表面のカードの略全面を見ることができるので
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、表面のカードの種類を瞬時に判別することができ、至極便利である。
【００２３】
　本考案の請求項２乃至請求項８のカードホルダーは、上記効果に加えて更に次のような
優れた効果を奏することができる。
【００２４】
　即ち、本考案の請求項２のカードホルダーは、カード保持板全体を開閉可能なカバー体
で覆う構成としているため、カード保持板にクリップで保持されたカードが落下し難くな
るうえ、カードホルダー自体のグレードアップを図れる。
【００２５】
　本考案の請求項３のカードホルダーは、カード保持板が、両面にカードを並列状に並べ
られる大きさに形成され、又、カード保持板のストッパーを設けた一辺に、カード保持板
の両面に並列状に並べられたカードを夫々保持する複数のクリップを設けているため、よ
り多くのカードを収納保持することができる。
【００２６】
　本考案の請求項４のカードホルダーは、クリップが、カード保持板の一端に対向する金
属製の背板部と、背板部の上下両端に連設され、先端部に外方へ曲げられた湾曲部を有す
ると共に、当該彎曲部がカード保持板の表面に弾性的に当接する上下一対の金属製の板バ
ネ部とから成り、カード保持板のストッパーを設けた一辺に、上下一対の板バネ部がカー
ド保持板を挾む状態で且つカード保持板に対して上下動できるように取り付けられている
ため、カード保持板の両面にクリップを夫々設ける必要がなく、一つのクリップでカード
保持板の両面にカードを夫々保持することができる。
【００２７】
　本考案の請求項５のカードホルダーは、クリップの上下一対の板バネ部間にカード保持
板のストッパーを設けた一辺を挿入すると共に、クリップの上下一対の板バネ部、両スト
ッパー及びカード保持板の一辺に支持軸を挿通し、前記クリップの上下一対の板バネ部を
支持軸に沿って摺動自在にして上下一対の板バネ部全体がカード保持板に対して上下動で
きる構成としているため、例えばカード保持板の片面にカードを収納保持する際に、カー
ドの一端部をクリップの一方の板バネ部とカード保持板との間に挿入すると、クリップの
一方の板バネ部全体がカード保持板の片面側から離間する方向へ大きく広がることになり
、カードの一端部をクリップの一方の板バネ部とカード保持板との間に挿入し易くなると
共に、カード保持板の片面側へ多数枚のカードを収納保持することができる。
【００２８】
　本考案の請求項６のカードホルダーは、カード保持板のストッパーを設ける一辺にクリ
ップの背板部が嵌め込まれる切欠部を形成し、当該切欠部内にクリップの背板部をクリッ
プ全体がカード保持板に対して上下動できるように嵌め込んでクリップの上下一対の板バ
ネ部でカード保持板を挾むと共に、カード保持板の一辺両面にストッパーを取り付けて切
欠部の開口部分を塞ぐようにしているため、例えばカード保持板の片面にカードを収納保
持する際に、カードの一端部をクリップの一方の板バネ部とカード保持板との間に挿入す
ると、クリップ全体がカード保持板の片面側へ移動し、カードの一端部をクリップの一方
の板バネ部とカード保持板との間に挿入し易くなると共に、カード保持板の片面側へ多数
枚のカードを収納保持することができる。然も、クリップをカード保持板側へ取り付ける
ための支持軸を省略することができ、カードホルダー自体の部品点数の削減を図れる。
【００２９】
　本考案の請求項７のカードホルダーは、クリップの内面側に可撓性を有するプラスチッ
ク製の保護シートを配設しているため、カード保持板の両面にカードを収納保持する際に
、カード自体が金属製のクリップにより傷付くのを防止することができる。又、カードを
挿入する際に、保護シートがガイドの役目をすることになり、カードを挿入し易くなる。
【００３０】
　本考案の請求項８のカードホルダーは、カバー体を皮革又はそれに相当する材料で作る
と共に、カバー体の内面に紙幣や名刺等を収納できるポケット状の収納部を形成している
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ため、カードホルダー自体のグレードアップをより一層図れるうえ、カードの他に紙幣や
名刺等を収納保持することができ、財布や名刺入れとしての機能を有し、至極便利である
。
【考案を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本考案の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
　図１乃至図３は本考案の第１の実施形態に係るカードホルダーを示し、当該カードホル
ダーは、両面にカードＣを保持できる矩形状のカード保持板１と、カード保持板１の一辺
両面に設けられ、カード保持板１の両面に保持されたカードＣを位置決めするストッパー
２と、カード保持板１のストッパー２を設けた一辺に取り付けられ、カード保持板１の両
面に一枚のカードＣ又は重ねた複数枚のカードＣを弾性的に押圧して保持する弾性材より
成るクリップ３と、クリップ３をカード保持板１の一辺へ取り付けるための支持軸４とか
ら構成されており、カード保持板１の両面に一つのクリップ３でクレジットカードやキャ
ッシュカード、定期券等のカードＣを多数枚収納保持できるようにしたものである。
【００３２】
　具体的には、前記カード保持板１は、アクリル等のプラスチック材によりクレジットカ
ードや定期券等のカードＣと略同じ大きさの長方形状に形成されており、その長さ（カー
ド保持板１の長辺の長さ）は、カードＣの長さよりも若干長く設定され、又、その幅（カ
ード保持板１の短辺の長さ）は、カードＣの幅と同じ幅に設定されている。
　このカード保持板１のプラスチック材には、透明なプラスチック材又は半透明のプラス
チック材若しくは着色されたプラスチック材が使用されている。
【００３３】
　前記ストッパー２は、アクリル等のプラスチック材によりカード保持板１の幅と同じ長
さの長尺板状に形成されており、カード保持板１の一方の短辺両面に接着剤により短辺に
沿う姿勢で夫々固着されている。
　又、両ストッパー２の中央部表面には、後述するクリップ３の一部分（クリップ３の板
バネ部３ｂ）が嵌め込まれる凹部２ａが形成されており、クリップ３の表面が両ストッパ
ー２の表面から突出しないように工夫されている。
　この両ストッパー２のプラスチック材には、透明なプラスチック材又は半透明のプラス
チック材若しくは着色されたプラスチック材が使用されている。
【００３４】
　尚、上記の実施形態に於いては、カード保持板１と両ストッパー２とを別体に形成し、
カード保持板１の短辺両面にストッパー２を接着剤により夫々固着するようにしたが、他
の実施形態に於いては、カード保持板１と両ストッパー２とをプラスチック材により一体
的に形成するようにしても良い。このようにすれば、カード保持板１と両ストッパー２の
組立工程を省略できると共に、コスト低減を図ることができる。
【００３５】
　前記クリップ３は、ステンレス板等の弾性を有する金属板により一体的に形成されてお
り、カード保持板１の一端（カード保持板１のストッパー２を固着した方の一端）に対向
する背板部３ａと、背板部３ａの上下両端に垂直に連設され、先端部に外方へ曲げられた
湾曲部を有すると共に、当該彎曲部がカード保持板１の表面に弾性的に当接する上下一対
の板バネ部３ｂとから成る。
　このクリップ３の上下一対の板バネ部３ｂの間隔は、カード保持板１の厚みと両ストッ
パー２の凹部２ａの厚みを合計した寸法と略同じ寸法に設定されており、上下一対の板バ
ネ部３ｂをストッパー２の凹部２ａに嵌め込んだときに上下一対の板バネ部３ｂがストッ
パー２の表面から突出しないように設定されている。
　又、クリップ３の弾性力は、カード保持板１とクリップ３の板バネ部３ｂとの間に複数
枚のカードＣを重ねた状態で挿入することができ、且つカード保持板１とクリップ３の板
バネ部３ｂとの間に挿入された一枚又は複数枚のカードＣを確実且つ良好に保持できるよ
うに設定されている。
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【００３６】
　そして、前記クリップ３は、カード保持板１のストッパー２を設けた一辺に上下一対の
板バネ部３ｂがカード保持板１を挾む状態で且つカード保持板１に対して上下動できるよ
うに支持軸４により取り付けられている。
　即ち、クリップ３は、上下一対の板バネ部３ｂ間にカード保持板１のストッパー２を設
けた一辺及び両ストッパー２の凹部２ａを夫々挿入し、この状態で上下一対の板バネ部３
ｂ、両ストッパー２の凹部２ａ及びカード保持板１の一辺にプラスチック製の支持軸４を
挿通することによって、カード保持板１のストッパー２を設けた一辺に取り付けられてい
る。
【００３７】
　前記支持軸４は、プラスチック材によりカード保持板１の厚みと両ストッパー２の凹部
２ａの厚みを合計した寸法と略同じ長さの棒状に形成されており、その直径は、クリップ
３の上下一対の板バネ部３ｂが支持軸４に対して支持軸４の軸線方向へ摺動できるように
設定されている。
　従って、支持軸４によりカード保持板１の一辺に取り付けられたクランプ３は、図２に
示す如く、上下一対の板バネ部３ｂ全体がカード保持板１に対して上下動できることにな
る。
　又、支持軸４の両端部は、クリップ３の上下一対の板バネ部３ｂ全体がカード保持体１
に対して上下動したときに上下一対の板バネ部３ｂが支持軸４の両端部から抜けないよう
に少し太めに形成されている。
【００３８】
　而して、上述したカードホルダーにカードＣを収納保持するには、カードＣをカード保
持板１の一方の面又は他方の面に当接させ、この状態でカードＣをカード保持板１に沿わ
してスライドさせ、カードＣの一端部をクリップ３の一方の板バネ部３ｂ又は他方の板バ
ネ部３ｂとカード保持板１との間に挿入する。これにより、カードホルダーは、カードＣ
をカード保持板１の一方の面又は他方の面に収納保持することができる。
　又、このカードホルダーは、先にカード保持板１に収納保持されたカードＣの表面に別
のカードＣを重ね合わせ、この状態で重ね合わせた別のカードＣを先のカードＣに沿わし
てスライドさせ、スライドさせたカードＣの先端部をクリップ３の板バネ部３ｂと先のカ
ードＣとの間に挿入することによって、カードＣを重ねた状態で収納保持することができ
る。
　尚、複数枚のカードＣを予め重ね合わせ、この状態で重ね合わせたカードＣをカード保
持板１に沿わせてスライドさせ、クリップ３の板バネ部３ｂとカード保持板１との間に挿
入するようにしても良い。
【００３９】
　一方、カードホルダーに収納保持したカードＣを取り出すには、カードＣを指でカード
保持板１の幅方向又はストッパー２から離れる方向へスライドさせ、クリップ３の板バネ
部３ｂから引き抜く。これにより、カードホルダーからカードＣを取り出すことができる
。
【００４０】
　上述したカードホルダーは、矩形状のカード保持板１の両面に弾性材より成るクリップ
３により複数枚のカードＣを重ねた状態で保持することができるため、一つのカードホル
ダーで多数枚のカードＣを収納保持することができる。その結果、このカードホルダーを
用いれば、使用者が多数枚のカードＣを保有していても、一つのカードホルダーで多数枚
のカードＣの保管や管理を行えるうえ、携帯にも便利なものとなる。
　又、このカードホルダーは、矩形状のカード保持板１の一辺にストッパー２及びクリッ
プ３を設けているため、カード保持板１の残りの三辺は何も設けていない状態となってい
る。その結果、このカードホルダーは、収納保持されたカードＣを取り出す際には、カー
ドＣをカード保持板１の左右方向又は後方へずらして取り出すことができ、又、カードＣ
を収納する際には、カードＣをカード保持板１の三辺の方向から収納することができ、カ
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ードＣの出し入れを多方向から行えて取扱性に優れたものとなる。然も、このカードホル
ダーは、カード保持板１の表面側及び裏面側に保持固定された表面のカードＣの略全面を
見ることができるので、表面のカードＣを瞬時に判別することができ、至極便利である。
　更に、このカードホルダーは、クリップ３の上下一対の板バネ部３ｂ全体がカード保持
板１に対して上下動できる構成となっているため、例えばカード保持板１の片面にカード
Ｃを収納保持する際に、カードＣの一端部をクリップ３の一方の板バネ部３ｂとカード保
持板１との間に挿入すると、クリップ３の一方の板バネ部３ｂ全体がカード保持板１の片
面側から離間する方向へ大きく広がり、カードＣの一端部をクリップ３の一方の板バネ部
３ｂとカード保持板１との間に挿入し易くなると共に、カード保持板１の片面側へ多数枚
のカードＣを収納保持することができる。
【００４１】
　尚、上記の実施形態に於いては、カード保持板１の長さは、カードホルダーにカードＣ
を収納保持したときに、カード保持板１の先端とカードＣの先端とが揃うようにしたが（
図３参照）、他の実施形態に於いては、図示していないが、カード保持板１の長さを若干
短くし、カードホルダーにカードＣを収納保持したときに、カードＣの先端がカード保持
板１の先端から２ｍｍ～３ｍｍ程度突出するようにしても良い。
【００４２】
　図４は本考案の第２の実施形態に係るカードホルダーを示し、当該カードホルダーは、
両面にカードＣを並列状に並べられる大きさに形成された矩形状のカード保持板１と、カ
ード保持板１の一辺両面に設けられ、カード保持板１の両面に並列状に並べられたカード
Ｃを位置決めするストッパー２と、カード保持板１のストッパー２を設けた一辺に取り付
けられ、カード保持板１の両面に一枚又は複数枚重ねた状態で並列状に並べられたカード
Ｃを弾性的に押圧して保持する弾性材より成る複数のクリップ３と、各クリップ３をカー
ド保持板１の一辺へ取り付けるための支持軸４とから構成されている。
【００４３】
　即ち、前記カードホルダーは、カード保持板１の幅及び両ストッパー２の長さを図１乃
至図３に示すカードホルダーのカード保持板１の幅及びストッパー２の長さの２倍に形成
すると共に、カード保持板１の一辺に二つのクリップ３を一定の間隔を空けて取り付けた
ものである。
　このカードホルダーは、カード保持板１の幅及び両ストッパー２の長さを２倍にし、カ
ード保持板１のストッパー２を設けた一辺に支持軸４によりクリップ３を二つ取り付けた
こと以外は、図１乃至図３に示すカードホルダーと同様構造に構成されており、図１乃至
図３に示すカードホルダーと同じ部位・部材には同一の参照番号を付し、その詳細な説明
を省略する。
【００４４】
　前記カードホルダーは、図１乃至図３に示すカードホルダーと同様の作用効果を奏する
ことができる。然も、このカードホルダーは、カード保持板１が両面にカードＣを並列状
に並べられる大きさに形成され、又、カード保持板１のストッパー２を設けた一辺に、カ
ード保持板１の両面に並列状に並べられたカードＣを保持する複数のクリップ３を設けて
いるため、より多くのカードＣを収納保持することができる。
【００４５】
　尚、第２の実施形態に於いては、カード保持板１の幅及び両ストッパー２の長さを図１
乃至図３に示すカードホルダーのカード保持板１の幅及びストッパー２の長さの２倍に形
成すると共に、カード保持板１の一辺に二つのクリップ３を一定の間隔を空けて取り付け
るようにしたが、他の実施形態に於いては、カード保持板１の幅及び両ストッパー２の長
さを図１乃至図３に示すカードホルダーのカード保持板１の幅及びストッパー２の長さの
３倍に形成すると共に、カード保持板１の一辺に三つのクリップ３を一定の間隔を空けて
取り付け、カード保持板１の両面にカードＣを三並列の状態で収納保持できるようにして
も良い。このようにすれば、更に多くのカードＣを収納保持することができる。
【００４６】
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　図５乃至図８は本考案の第３の実施形態に係るカードホルダーを示し、当該カードホル
ダーは、両面にカードＣを保持できる矩形状のカード保持板１と、カード保持板１の一辺
両面に設けられ、カード保持板１の両面に保持されたカードＣを位置決めするストッパー
２と、カード保持板１のストッパー２を設けた一辺に取り付けられ、カード保持板１の両
面に一枚のカードＣ又は重ねた複数枚のカードＣを弾性的に押圧して保持する弾性材より
成るクリップ３と、クリップ３の内面側に配設した可撓性を有するプラスチック製の保護
シート５とから構成されており、図１乃至図３に示すカードホルダーの支持軸４を省略し
てクランプ３を別の手段によりカード保持板１の一辺に取り付ける共に、クランプ１の内
面側に保護シート５を配設したものである。
【００４７】
　即ち、前記カードホルダーは、図６乃至図８に示す如く、カード保持板１のストッパー
２を設ける一辺にクリップ３の背板部３ａが嵌め込まれる切欠部１ａを形成し、当該切欠
部１ａ内にクリップ３の背板部３ａをクリップ３全体がカード保持板１に対して上下動で
きるように嵌め込んでクリップ３の上下一対の板バネ部３ｂでカード保持板１を挾み込み
、この状態でカード保持板１の一辺両面にストッパー２を接着剤により取り付けて切欠部
１ａの開口部分を塞ぐようにしたものである。
　又、カードホルダーは、クリップ３の内面側に可撓性を有するプラスチック製の保護シ
ート５を配設し、当該保護シート５をクリップ３と一緒にカード保持板１の一辺に取り付
けている。この保護シート５は、その両先端部が図７及び図８に示すようにクリップ３の
板バネ部３ｂ先端から突出して外方へ湾曲しており、カードＣ挿入時にガイドの役目をす
る。
　このカードホルダーは、クリップ３のカード保持板１への取り付け構造を換え、クリッ
プ３の内面側に保護シート５を配設したこと以外は、図１乃至図３に示すカードホルダー
と同様構造に構成されており、図１乃至図３に示すカードホルダーと同じ部位・部材には
同一の参照番号を付し、その詳細な説明を省略する。
【００４８】
　前記カードホルダーは、図１乃至図３に示すカードホルダーと同様の作用効果を奏する
ことができる。然も、このカードホルダーは、図８に示す如く、クリップ３全体がカード
保持板１に対して上下動できる構成となっているため、例えばカード保持板１の片面にカ
ードＣを収納保持する際に、カードＣの一端部をクリップ３の一方の板バネ部３ｂとカー
ド保持板１との間に挿入すると、クリップ３全体がカード保持板１の片面側へ移動し、カ
ードＣの一端部をクリップ３の一方の板バネ部３ｂとカード保持板１との間に挿入し易く
なると共に、カード保持板１の片面側へ多数枚のカードＣを収納保持することができる。
又、このカードホルダーは、クリップ３の内面側に可撓性を有するプラスチック製の保護
シート５を配設しているため、カード保持板１の両面にカードＣを収納保持する際に、カ
ードＣ自体が金属製のクリップ３により傷付くのを防止することができる。然も、カード
Ｃをカード保持板１とクリップ３の板バネ部３ｂとの間に挿入する際に、保護シート５が
ガイドの役目をすることになり、カードＣを挿入し易くなる。
【００４９】
　図９乃至図１１は本考案の第４の実施形態に係るカードホルダーを示し、当該カードホ
ルダーは、両面にカードＣを保持できる矩形状のカード保持板１と、カード保持板１の一
辺両面に設けられ、カード保持板１の両面に保持されたカードＣを位置決めするストッパ
ー２と、カード保持板１のストッパー２を設けた一辺に取り付けられ、カード保持板１の
両面に一枚のカードＣ又は重ねた複数枚のカードＣを弾性的に押圧して保持する弾性材よ
り成るクリップ３と、クリップ３の内面側に配設した可撓性を有するプラスチック製の保
護シート５と、カード保持板１のストッパー２を設けた一辺に取り付けられ、カード保持
板１全体を覆う開閉可能なカバー体６とから構成されており、図５乃至図８に示すカード
ホルダーにカバー体６を追加したものである。
【００５０】
　即ち、カバー体６は、天然皮革又は合成皮革（若しくはそれらに相当する材料）により
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カード保持板１の長さ（長辺側の長さ）の略２倍の長さの長方形状に形成されており、皮
革製のカバー体６の一端部を両ストッパー２の表面及び一方の側面に夫々接着剤により固
着し、カバー体６を中央部分で二つ折りにしてカード保持板１全体を覆うようにしたもの
である。
　又、カバー体６の両端部内面には、紙幣や名刺等を収納できるポケット状の収納部６ａ
が夫々形成されている。
　このカードホルダーは、カード保持板１全体を開閉可能なカバー体６で覆ったこと以外
は、図５乃至図８に示すカードホルダーと同様構造に構成されており、図５乃至図８に示
すカードホルダーと同じ部位・部材には同一の参照番号を付し、その詳細な説明を省略す
る。
【００５１】
　前記カードホルダーは、図５乃至図８に示すカードホルダーと同様の作用効果を奏する
ことができる。然も、このカードホルダーは、カード保持板１全体を皮革製のカバー体６
で覆っているため、カード保持板１にクリップ３で保持されたカードＣが落下し難くなる
うえ、カードホルダー自体のグレードアップを図れる。又、このカードホルダーは、カバ
ー体６の内面に紙幣や名刺等を収納できるポケット状の収納部６ａを形成しているため、
カードＣの他に紙幣や名刺等を収納保持することができ、財布や名刺入れとしての機能を
有し、至極便利である。
【００５２】
　尚、上記の第１及び第２の実施形態に於いては、クリップ３を支持軸４によりカード保
持板１の一辺に、又、第３及び第４の実施形態に於いては、カード保持板１の一辺に切欠
部１ａを形成し、ここにクリップ３を取り付けるようにしたが、他の実施形態に於いては
、図示していないが、クリップ３をボルト及びナットによりカード保持板１の一辺に取り
付けるようにしても良く、或いはクリップ３を合成樹脂製又は金属製の鳩目やリベットに
よりにカード保持板１の一辺に取り付けるようにしても良い。
【００５３】
　又、上記の第１及び第２の実施形態に於いては、クリップ３の内面側のプラスチック製
の保護シート５を省略しているが、クリップ３の内面側に可撓性を有するプラスチック製
の保護シート５を夫々配設するようにしても良い。
【００５４】
　更に、上記の第４の実施形態に於いては、カバー体６の一端部を両ストッパー２の表面
及び一方の側面に夫々接着剤により固着し、カバー体６を中央部分で二つ折りにしてカー
ド保持板１全体を覆うようにしたが、他の実施形態に於いては、カバー体６の中央部分を
両ストッパー２の表面及び一方の側面に夫々接着剤により固着し、二つ折りの状態でカー
ド保持板１全体を覆うようにしても良い。
　又、他の実施形態に於いては、第１及び第２の実施形態に係るカードホルダーにカバー
体６を追加し、当該カバー体６でカード保持板１全体を覆うようにしても良い。
【００５５】
　更に、上記の第３及び第４の実施形態に於いては、カード保持板１の一辺両面にストッ
パー２を接着剤により夫々貼り付けるようにしたが、他の実施形態に於いては、図１２に
示す如く、二つのストッパー２をプラスチック材により一体成形し、一体成形したストッ
パー２にカード保持板１の一辺を挿着するようにしても良い。このようにすれば、ストッ
パー２のカード保持板１への取り付けが簡単になる。
【００５６】
　更に、上記の各実施形態に於いては、クリップ３の上下一対の板バネ部３ｂ先端に湾曲
部を夫々形成し、カード保持板１両面と上下一対の板バネ部３ｂとの間にカードＣを夫々
挿着できるようにしたが、カード保持板１の片面だけにカードＣを挿着する場合には、図
１３に示す如く、一方の板バネ部３ｂを平坦に形成したクリップ３をカード保持板１の一
辺に取り付けるようにしても良い。
【図面の簡単な説明】
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【００５７】
【図１】本考案の第１の実施形態に係るカードホルダーの斜視図である。
【図２】図１に示すカードホルダーの拡大縦断面図である。
【図３】図１に示すカードホルダーの使用状態を示す拡大縦断面図である。
【図４】本考案の第２の実施形態に係るカードホルダーの斜視図である。
【図５】本考案の第３の実施形態に係るカードホルダーの斜視図である。
【図６】図５に示すカードホルダーの分解斜視図である。
【図７】図５に示すカードホルダーの拡大縦断面図である。
【図８】図５に示すカードホルダーのクリップがカード保持板に対して移動した状態のカ
ードホルダーの拡大縦断面図である。
【図９】本考案の第４の実施形態に係るカードホルダーを示し、カバー体を開いた状態の
カードホルダーの平面図である。
【図１０】図９に示すカードホルダーの縦断面図である。
【図１１】図９に示すカードホルダーのカバー体を閉じた状態のカードホルダーの側面図
である。
【図１２】ストッパーの変形例を示し、二つのストッパーを一体的に形成したストッパー
の斜視図である。
【図１３】クリップの変形例を示し、一方の板バネ部を平坦に形成したクリップの側面図
である。
【符号の説明】
【００５８】
　１はカード保持板、１ａはカード保持板の切欠部、２はストッパー、３はクリップ、３
ａはクリップの背板部、３ｂはクリップの板バネ部、４は支持軸、５は保護シート、６は
カバー体、６ａはカバー体の収納部、Ｃはカード。
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【図３】

【図４】

【図５】
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